
○糸満市市民提案型まちづくり事業補助金交付要綱 

平成２１年６月３日 

告示第３８号 

改正 平成２２年３月３１日告示第１４号 

平成２２年６月１１日告示第３４号 

平成２３年４月１日告示第３６号 

平成２４年６月１１日告示第４７号 

（目的） 

第１条 この告示は、市民団体及びグループ等（以下「市民団体等」という。）が、自主

的、主体的に企画実施するまちづくり事業に対し、予算の範囲内で事業の経費の一部を

補助することを目的とし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則（昭和５４年

糸満市規則第２５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示によるも

のとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の対象となる市民団体等（以下この条において「補助対象団体」という。）

は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 主たる活動の場が市内にあること。 

(2) 構成員数が５人以上で、その構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している

者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象団体とし

ない。 

(1) 政治、宗教又は営利を目的とした団体 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団若しくはその構成員

（暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者

を含む。）の統制下にある団体 

(3) 前２号に掲げるもののほか、設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と

認められる団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市民団体等が自

主的、主体的に企画及び実施するまちづくり事業であり、次に掲げるものとする。 



(1) これから活動を始めようとする市民団体等が行うまちづくり事業 

(2) 市内で活動している市民団体等が行う新たなまちづくり事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業とし

ない。 

(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業 

(2) 地区住民の交流会その他の親睦会的な事業 

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費の総額から補助対象事業に係る収入額を控除した額

に１０分の１０を乗じて得た額未満において、市長が定める額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は補助金の対象から除くものとする。 

(1) 市民団体等の事務所等を維持するための費用 

(2) 市民団体等の経常的な活動に要する費用 

(3) 市民団体等の構成員に対する人件費、謝礼等の費用 

(4) その他、市長が必要と認めない費用 

（補助対象事業に対する申請等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする市民団体等は、市民提案型まちづくり事業補助金

交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

(1) 市民提案型まちづくり事業提案書 

(2) 事業収支予算書 

(3) その他補助金の交付に関し参考となる書類等 

（審査） 

第６条 市長は、前条の規定により申請された事業について審査するため、糸満市市民提

案型まちづくり事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 

２ 審査委員会は、前条の規定による申請等を審査し、その結果を市長に報告しなければ

ならない。 

３ 審査基準等については、別途定めるものとする。 

（審査委員会） 

第７条 審査委員会の委員は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 市職員 



(2) 有識者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（審査委員会の委員長等） 

第８条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、審査委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（審査委員会の会議） 

第９条 審査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じ招集し、委

員長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事において、議決をする必要があるときは、出席委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 審査委員会は、補助対象事業の内容を審査するため、必要があると認めるときは、委

員以外の関係者の出席を認め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めること

ができる。 

（除斥） 

第１０条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しく

は兄弟姉妹が補助対象事業の申請者である市民団体等に所属している案件については、

その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出

席し、発言することができる。 

（審査委員会の庶務） 

第１１条 審査委員会の庶務は、市民健康部市民生活環境課において処理する。 

（補助対象事業の決定等） 

第１２条 市長は、第６条第２項に規定する報告を受けたときは、補助金の対象事業とし

ての可否を決定し、補助金の交付が適当であると認めるときは、市民提案型まちづくり

事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助金交付が不適当であると認める

ときは、市民提案型まちづくり事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請

者に通知するものとする。 

（選考結果の公表） 

第１３条 市長は、前条の規定による事業の選考結果について公表するものとする。 



（補助金の交付方法） 

第１４条 補助金は、概算払により交付することができる。 

２ 第１２条の規定により補助金交付対象事業として通知を受けた団体（以下「補助事業

実施団体」という。）は、補助金の概算交付を請求しようとするときは、市長の定める

期日までに、市民提案型まちづくり事業補助金概算交付請求書（様式第４号。以下「補

助金交付請求書」）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の概算交付） 

第１５条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を概算交付す

るものとする。 

２ 概算払を行う場合の交付額は、交付決定額の１０分の９を上限とし、１,０００円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（承認事項） 

第１６条 補助事業実施団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民提案型まち

づくり事業補助金に係る事業計画（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第５号。以下

「事業計画承認申請書」という。）を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。ただし、第１号及び第２号に掲げる事項のうち市長が軽微と認めるものについ

ては、この限りではない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の事業計画承認申請書が提出されたときはその内容を審査し、内容につ

いて承認または不承認の決定をして、市民提案型まちづくり事業補助金に係る事業計画

（変更・中止・廃止）（承認・不承認）通知書（様式第６号）により、補助事業実施団

体に通知するものとする。 

（事故報告等） 

第１７条 補助事業実施団体は、市民提案型まちづくり事業補助金に係る事業が予定の期

間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由

その他必要な事項を、書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。 

（状況報告） 

第１８条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、

補助事業実施団体に対し、補助事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。 



（補助事業の遂行命令） 

第１９条 市長は、前条の規定により補助事業実施団体が提出する報告及び地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の規定による調査等により、補助事業が第１

２条による補助金対象事業選考決定時の内容又はこれに付した条件に従って遂行されて

いないと認めるときは、補助事業実施団体に対し、これらに従って補助事業を遂行する

よう命ずることができる。 

（実績報告） 

第２０条 補助事業実施団体は、補助対象事業が終了したときは、市長が別に定める日ま

でに、市民提案型まちづくり事業補助金対象事業実績報告書（様式第７号。以下「実績

報告書」という。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 市民提案型まちづくり事業活動報告書 

(2) 収支報告書 

(3) その他市長が必要と認める書類等 

２ 市長は、前項による実績報告書の提出を受けた時にはこれを審査し、その報告による

補助事業の成果が、第１条及び第３条に適合していると認めるときは、補助金の額を確

定し、市民提案型まちづくり事業補助金交付額確定通知書（様式第８号）により通知す

るものとする。 

（補助金の交付請求） 

第２１条 補助金の交付を受けようとする補助事業実施団体は、前条第２項により交付額

の確定通知を受けた後に、補助金交付請求書により市長に請求しなければならない。 

（補助金の交付） 

第２２条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは内容を審査し、適切な場合は速

やかに交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第２３条 市長は、補助事業実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。 

(2) 補助対象事業の内容を変更したとき。 

(3) 市長が適当でないと認めたとき。 

２ 前項の規定により、交付決定の取消しをしたときは、市民提案型まちづくり事業補助

金交付決定取消通知書（様式第９号）により、補助金交付決定団体に通知するものとす



る。 

（補助金の返還、違約加算金及び延滞金） 

第２４条 市長は、交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業実施団体に対し、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第２０条に規定する実績報告に基づき、当該事業に係る補助金に残額が生じ

ていると認めるときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。 

３ 補助事業実施団体が、前２項に定めた補助金の期限内返還に従わないことにより発生

する違約加算金及び延滞金については、規則の定めによるものとする。 

（委任） 

第２５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年６月３日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日告示第１４号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月１１日告示第３４号） 

この告示は、平成２２年６月１１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日告示第３６号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月１１日告示第４７号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市市民提案型まちづくり事業補助金交

付要綱は、平成２４年６月１日から適用する。 


